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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期

第３四半期
連結累計期間

第40期
第３四半期
連結累計期間

第39期

会計期間
自平成26年７月１日
至平成27年３月31日

自平成27年７月１日
至平成28年３月31日

自平成26年７月１日
至平成27年６月30日

売上高 （千円） 23,207,935 24,238,854 31,165,858

経常利益 （千円） 152,890 567,750 292,618

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 108,622 328,820 163,771

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 72,710 360,027 127,810

純資産額 （千円） 12,211,563 12,370,165 12,266,663

総資産額 （千円） 20,069,420 21,048,685 19,985,442

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 22.27 61.64 32.81

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 60.6 58.5 61.1

 

回次
第39期

第３四半期
連結会計期間

第40期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成27年１月１日
至平成27年３月31日

自平成28年１月１日
至平成28年３月31日

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） △6.15 9.42

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としており

ます。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループは、ベトナムでのスナック菓子の製造販売を目的として100％

出資子会社を設立いたしました。この結果、平成28年３月31日現在では、当社は持株会社として子会社５社及び関連

会社１社を統括することとなりました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が見られましたが実質賃金の増加

には及ばず、個人消費は先行き不安から生活防衛意識を強め、低調に推移いたしました。

　このような状況の下、当社グループは中長期の成長に向けた取り組みとして、独自の強みを活かす戦略を推進い

たしました。

　スナック部門におきましては、引き続き厳しい取引環境の中で既存ブランドを中心に拡販に努め、その中でも辛

味系スナック菓子で高いシェアを持つ「カラムーチョ」は、店頭における定番製品のラインアップ強化により前年

同期を上回る売上となりました。

　発売25周年の「ポリンキー」では、25周年記念製品の発売やＷＥＢプロモーションの展開を行い、「ドンタコ

ス」では、全面リニューアルの実施や食感が堅めの新製品を販売チャネル限定で発売するなど、拡販に取り組みま

した。

　基幹ブランドである「コイケヤポテトチップス」では、「のり塩」を基調とした製品が伸長いたしましたが、販

売促進費が計画を超過いたしました。

　また、北海道産のじゃがいもや塩、バター等にこだわり、極厚にスライスして揚げた新カテゴリー製品「じゃが

いも心地」は、食感や素材のおいしさが支持され、好調な売上となりました。

　更に、平成27年10月にスナック部門で初となる『湖池屋オンラインショップ』を開設し、オンラインショップ限

定製品である「工場直送便」が好評を得ました。

　海外事業につきましては、引き続き台湾での事業が好調に推移いたしました。また、平成27年12月にベトナムに

おいて当社グループ初となる海外自社工場の運営を行うことを決議し、平成28年３月に100％出資子会社である

Koikeya Vietnam Co.,Ltd.を設立いたしました。

　タブレット部門の乳酸菌ＬＳ１事業におきましては、乳酸菌ＬＳ１配合「スーパークリッシュ」の新施策を４月

18日よりスタートさせるべく計画を進め、製品コンセプトの見直しやＷＥＢサイトの改良に取り組みました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は24,238百万円（前年同期比4.4％増）となりました。利益に

つきましては、原油安を背景とした原材料価格の下落等の要因があったものの、製造人員の確保難による労務費の

上昇や販売促進費の負担が利益圧迫要因となり、営業利益523百万円（同358.3％増）、経常利益567百万円（同

271.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益328百万円（同202.7％増）となりました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりであります。

 

株式会社の支配に関する基本方針について

① 基本方針の内容の概要

当社は、平成22年８月12日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といい

ます。）の改定につき決議いたしました。その内容の概要は以下のとおりであります。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社グループの企

業価値の源泉を十分に理解し、当社グループの企業価値・株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確

保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

当社グループの企業価値の源泉は、A.ブランドを確立し、ロングセラー商品に育成する開発力・マーケティ

ング力、B.売上拡大施策を推進する営業力、C.売上拡大と品質向上を支える生産体制と製造技術、D.当社グ

ループの企業理念を十分理解し、これを維持・発展・継承する従業員の存在にあると考えており、これら当社

グループの企業価値の源泉に対する理解は、今後当社が更に発展するために必要不可欠であります。

当社株式の大量買付を行う者が、当社グループを取り巻く経営環境を正しく認識し、これら当社グループの

企業価値の源泉を理解した上で、これを中長期的に確保・向上させるものでなければ、当社グループの企業価

値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。当社は、このような当社グループの企業価値・株主共同
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の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると

考えます。

 

② 不適切な支配の防止のための取組み

A. 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは、「核となる方針」を策定し、グループ全社に浸透させるとともに、中長期的な成長と

収益性の向上を目指す取組みを地道に続けております。また、当社グループは、独立性の高い社外取締役

を選任しており、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保するなど、コーポ

レート・ガバナンスの徹底に努めております。

これらの取組みにより、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることができると考えておりま

す。

B. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み

上記①で述べたとおり、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事

業の内容や当社グループの企業価値の源泉を十分に理解し、当社グループの企業価値・株主の皆様の共同

の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

そこで、当社株式の大量買付行為が行なわれた場合には、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確

保・向上させるために、積極的な情報収集と適切な情報開示に努めるとともに、法令及び当社定款に照ら

し適切な対応をしてまいります。

 

③ 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

上記②で述べた取組みは、当社グループの企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるため

の具体的方策としてなされるものです。したがって、基本方針に沿うものであって、当社株主の共同の利益に

合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

 

(3) 研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は329百万円であります。なお、当第３

四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）

（平成28年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年５月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,335,000 5,335,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード)

単元株式

数　　　100

株

計 5,335,000 5,335,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

　平成28年１月１

日～平成28年３月31

日

― 5,335,000 ― 2,269,591 ― 6,832,126

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成28年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,333,700              53,337 －

単元未満株式 普通株式       800 － －

発行済株式総数          5,335,000 － －

総株主の議決権 －              53,337 －

（注）「単元未満株式」には、自己株式96株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社フレンテ
東京都板橋区成増

五丁目９番７号
500 ― 500 0.00

計 － 500 ― 500 0.00

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年１月１日から平

成28年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年７月１日から平成28年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,568,516 4,415,904

受取手形及び売掛金 4,748,030 5,327,897

有価証券 1,199,773 399,963

商品及び製品 524,376 536,339

仕掛品 8,286 17,931

原材料及び貯蔵品 501,049 503,717

その他 656,277 785,653

貸倒引当金 △1,150 △1,501

流動資産合計 11,205,160 11,985,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,011,569 2,034,754

機械装置及び運搬具（純額） 2,024,036 2,022,856

土地 1,551,566 1,551,566

その他（純額） 66,642 103,561

有形固定資産合計 5,653,814 5,712,739

無形固定資産   

その他 71,633 90,766

無形固定資産合計 71,633 90,766

投資その他の資産   

投資有価証券 2,374,253 2,613,891

その他 681,480 645,383

貸倒引当金 △900 －

投資その他の資産合計 3,054,834 3,259,274

固定資産合計 8,780,282 9,062,780

資産合計 19,985,442 21,048,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,035,038 3,178,583

未払金 2,162,332 2,725,432

未払法人税等 83,376 226,625

役員賞与引当金 5,850 8,100

賞与引当金 104,067 269,911

その他 435,622 325,145

流動負債合計 5,826,287 6,733,798

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 21,191 16,953

役員退職慰労引当金 360,392 339,290

退職給付に係る負債 1,407,797 1,441,439

その他 103,111 147,039

固定負債合計 1,892,492 1,944,722

負債合計 7,718,779 8,678,520
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,269,591 2,269,591

資本剰余金 2,153,976 2,153,976

利益剰余金 7,831,674 7,907,107

自己株式 △1,253 △1,464

株主資本合計 12,253,987 12,329,210

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,193 27,195

為替換算調整勘定 13,530 9,930

退職給付に係る調整累計額 △68,267 △62,730

その他の包括利益累計額合計 △46,543 △25,605

非支配株主持分 59,218 66,560

純資産合計 12,266,663 12,370,165

負債純資産合計 19,985,442 21,048,685
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年７月１日
　至　平成27年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年７月１日
　至　平成28年３月31日)

売上高 23,207,935 24,238,854

売上原価 14,415,575 15,090,963

売上総利益 8,792,360 9,147,890

販売費及び一般管理費 8,678,109 8,624,303

営業利益 114,250 523,587

営業外収益   

受取利息 4,885 12,559

受取保険金 22,562 －

その他 21,655 35,506

営業外収益合計 49,103 48,065

営業外費用   

支払利息 2,208 2,078

株式交付費 8,254 －

支払手数料 － 1,824

その他 0 －

営業外費用合計 10,462 3,902

経常利益 152,890 567,750

特別利益   

投資有価証券売却益 93,891 －

特別利益合計 93,891 －

税金等調整前四半期純利益 246,782 567,750

法人税、住民税及び事業税 219,024 276,937

法人税等調整額 △87,408 △51,608

法人税等合計 131,615 225,328

四半期純利益 115,166 342,421

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,543 13,601

親会社株主に帰属する四半期純利益 108,622 328,820
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年７月１日
　至　平成27年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年７月１日
　至　平成28年３月31日)

四半期純利益 115,166 342,421

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54,946 19,001

為替換算調整勘定 9,500 △6,800

退職給付に係る調整額 2,990 5,537

持分法適用会社に対する持分相当額 － △132

その他の包括利益合計 △42,455 17,605

四半期包括利益 72,710 360,027

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 61,511 349,758

非支配株主に係る四半期包括利益 11,198 10,269
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

　当第３四半期連結会計期間より、Koikeya Vietnam Co.,Ltd.を新たに設立したため、連結の範囲に含めており

ます。

 

（会計方針の変更）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対

する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度

の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結

合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会

計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前

第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行

っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（追加情報）

　（法人税率の変更等による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は、従前の35.4％から平成28年７月１日に開始する連結会計年度及び平成29年７月１日に開始す

る連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については34.8％に、平成30年７月１日に開始する連結会計年度以

降に解消が見込まれる一時差異については、34.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は23,146千円減少し、法人

税等調整額が22,424千円、その他有価証券評価差額金が650千円、それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額

が1,373千円減少しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年７月１日
至　平成28年３月31日）

減価償却費 527,223千円 546,313千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成26年７月１日　至平成27年３月31日）

　　　　　１.配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年８月12日

取締役会
普通株式 210,925 47.5 平成26年６月30日 平成26年９月11日  利益剰余金

 

２.株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成26年11月18日付で、日清食品ホールディングス株式会社から第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が1,179,186千円、資本準備金が1,179,186千

円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,269,591千円、資本剰余金が2,153,976千円と

なっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成27年７月１日　至平成28年３月31日）

　　　　　　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年８月11日

取締役会
普通株式 253,387 47.5 平成27年６月30日 平成27年９月14日  利益剰余金

 

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　当社グループは食品関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年７月１日
至　平成28年３月31日）

 １株当たり四半期純利益金額 22円27銭 61円64銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
108,622 328,820

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
108,622 328,820

普通株式の期中平均株式数（株） 4,877,724 5,334,448

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  平成２８年５月１０日

株 式 会 社 　フ 　レ 　ン 　テ   
 

取 締 役 会 御中
 

  

 

 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 津　田　良　洋　　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 坂　東　正　裕　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フレ

ンテの平成２７年７月１日から平成２８年６月３０日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２８年１月１

日から平成２８年３月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２７年７月１日から平成２８年３月３１日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フレンテ及び連結子会社の平成２８年３月３１日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　   ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社フレンテ(E00389)

四半期報告書

15/15


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

